
 

京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和４年９月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第５５条第２項中「又はクレジットカードその他の電子情報処理組織を用いる方法（資

金決済に関する法律第２条第５項に規定する仮想通貨を除く。）」を「その他市長が別に

定める方法」に改める。 

別表第７ １備考以外の部分中 

「      

 卸 売 業 者 売 場 使 用 料  ４０８
円
  を 

    」 

「      

 
卸売業者売

場使用料 

水 産 棟 （ 鮮 魚 ）  ４４０
円
  

に、 
 そ の 他 の 棟  ４０８   

     」 

「１，４６３」を「１，５７０」に、 

「      

 仲卸業者売

場使用料 

１ 階  ２，４４０   
を 

２ 階 １，９５１  

 

   

 

  

」 

 

 

 

 

 

３５



「        

 

仲卸業者売

場使用料 

水 産

棟（鮮

魚 ） 

１ 階 
 

２，６２０  
 

に 

２ 階 ２，１００  

 そ の 

他 の 

棟 

１ 階  ２，４４０   

２ 階 １，９５１  

」   

改め、「関連１号棟、」を削り、 

「      

 その 

他の 

事務 

室 

甲  ５５８   

を  乙  ９６４   

 丙  １，６０７   

    」 

「      

 その

他の

事務

室 

甲  ５５８   
 

に、 
 乙  ９６４   

 丙  １，６０７   

 水 産 棟 （ 鮮 魚 ）  １，７３０    

    」 

「       

 

 丙 

関連３号棟

の倉庫 

 
５０７  

 を 
その他の倉

庫 
１，８３５  

      」 

 

 



「       

 

 
丙 

関連３号棟

の倉庫 

 
５０７  

 
に、 その他の倉

庫 
１，８３５  

 水 産 棟 （ 鮮 魚 ）  １，９７０   

      」 

「      

 

構 内 地 使 用 料 

１平方メ

ートルに

つき１月 

１４４  

 

を 

    」 

「      

 
構内地使用

料 

水 産 棟 （ 鮮 魚 ） １平方メ

ートルに

つき１月 

１６０   

に、 
 

そ の 他 の 棟 １４４  
 

    」 

「      

 水 産 棟 加 工 処 理 場  ２，２７０   を 

    」 

「      

 水産棟加工処理場（鮮魚）  ２，４４０   に、 

    」 

「      

 積 降 場  ８４８   を 

    」 

「      

 積 降 場 （ 鮮 魚 ）  ９１０   に、 

    」 

 



「        

 

物置

場 

水 産

棟 

仲卸荷さば 

き場 

 
４０８  

 

を 
 屋 外  ４９５   

 そ の 他 の 棟  ４９５   

     」 

「        

 

物置

場 

水 産

棟（鮮

魚） 

水産物置場  ２００   

に改める。 

仲卸荷さば 

き場 
４７０  

 屋 外  ５３０   

 そ の 他 の 棟  ４９５   

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市中央卸売市場業務条例施行規則の規定は、この規則の

施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料について

は、なお従前の例による。 

（第一市場） 

 

」 


